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市政に対する 一般質問市政に対する 一般質問市政に対する 一般質問市政に対する 一般質問

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
無
料
で
空
き

家
解
体
の
概
算
費
用
が
算
出

で
き
る
行
田
市
版
空
き
家
解

体
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
提
供

を
行
う
と
と
も
に
、
ラ
イ
フ

ス
テ
ー
ジ
に
適
応
し
た
各
世

帯
間
の
住
み
か
え
支
援
を
促

進
さ
せ
る
取
組
と
し
て
、
一

般
社
団
法
人
移
住
・
住
み
か

え
支
援
機
構
が
実
施
し
て
い

る
マ
イ
ホ
ー
ム
借
上
げ
制
度

に
つ
い
て
、
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
で
周
知
し
て
い
る
。

問　
空
家
対
策
特
別
措
置
法

の
一
部
改
正
に
よ
り
、
期
待

す
る
と
こ
ろ
は
何
か
。

答　
改
正
法
の
施
行
以
降
、

管
理
不
全
空
き
家
は
、
指
導
、

勧
告
後
、
固
定
資
産
税
な
ど

の
住
宅
用
地
特
例
が
解
除
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
空
き
家
の

是
正
が
促
進
さ
れ
、
空
き
家

問
題
の
解
消
に
つ
な
が
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
る
。

〔
そ
の
他
の
主
な
質
問
〕

〇
認
知
症
基
本
法
に
つ
い
て

〇
災
害
対
策
本
部
の
非
常
用

電
源
に
つ
い
て

　

本
年
３
月
３
日
に
「
空
家

等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
」
が
閣
議
決
定
さ

れ
た
。

問　
本
市
で
は
、
こ
れ
ま
で

に
ど
の
よ
う
な
空
き
家
予
防

の
施
策
を
行
っ
て
き
た
の
か
。

答　
定
期
的
な
空
き
家
の
実

態
調
査
の
ほ
か
、市
報
や
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、
固
定
資
産
税
納

税
通
知
書
へ
の
チ
ラ
シ
同
封

に
よ
る
空
き
家
の
適
正
管
理

に
関
す
る
広
報
、「
相
続
お
し

か
け
講
座
」
の
開
催
な
ど
に

よ
り
、
空
き
家
所
有
者
へ
の

意
識
啓
発
を
促
し
、
空
き
家

が
未
然
に
問
題
化
し
な
い
よ

う
対
策
を
行
っ
て
い
る
。

問　
空
き
家
等
を
所
有
し
て

い
る
方
へ
の
支
援
内
容
は
。

答　
平
成
29
年
度
か
ら
行
田

市
空
き
家
等
バ
ン
ク
制
度
の

運
用
を
開
始
し
、
本
市
に
空

き
家
等
を
所
有
す
る
方
な
ら

誰
で
も
、
専
門
家
に
よ
る
活

用
相
談
が
受
け
ら
れ
る
。
ま

た
、
昨
年
度
か
ら
本
市
ホ
ー

行
田
市
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
計
画
の
方
針
に
合
わ
せ

た
も
の
で
あ
る
。
今
後
の
人

口
増
減
等
、
社
会
状
況
の
動

向
を
視
野
に
入
れ
、
消
防
需

要
の
変
化
等
を
注
視
し
、
持

続
可
能
な
消
防
を
維
持
で
き

る
よ
う
消
防
体
制
を
検
討
し

て
い
き
た
い
。

問　
国
に
よ
る
広
域
化
の
推

進
に
つ
い
て
、
県
の
方
針
を

注
視
し
な
が
ら
検
討
を
継
続

し
て
い
く
と
示
さ
れ
て
い
る

が
、
広
域
消
防
に
つ
い
て
は
、

ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

答　
こ
れ
ま
で
県
が
主
催
す

る
広
域
化
に
関
す
る
意
見
交

換
会
や
指
令
業
務
共
同
運
用

に
関
す
る
勉
強
会
へ
の
参
加

を
通
じ
、
関
係
消
防
本
部
と

の
理
解
、
認
識
の
共
有
を
図
っ

て
き
た
。
今
後
も
消
防
広
域

化
の
必
要
性
や
有
効
な
枠
組

み
等
に
つ
い
て
、
引
き
続
き

調
査
研
究
し
て
い
き
た
い
。

〔
そ
の
他
の
主
な
質
問
〕

〇
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
南
河

原
荘
の
建
替
え
に
つ
い
て

行
田
市
消
防
署
所

再
編
計
画
に
つ
い
て

村	

田	

清	

治
（
令
和
研
究
会
）

問　
本
再
編
計
画
の
課
題
を

見
る
と
、
行
田
市
域
を
管
轄

と
し
て
、
昭
和
57
年
以
来
、

１
署
３
分
署
体
制
に
よ
り
、

本
市
の
消
防
を
担
っ
て
い
る

が
、
こ
の
体
制
を
継
続
し
て

い
く
に
当
た
り
、
１
点
目
と

し
て
、「
救
急
需
要
の
増
大

に
よ
る
救
急
要
請
の
重
複
事

案
の
増
加
」、
２
点
目
と
し

て
、「
重
複
事
案
の
増
加
に
よ

り
管
轄
外
か
ら
の
出
動
が
生

じ
、
現
場
到
着
時
間
に
偏
り

が
出
て
い
る
」、
３
点
目
と
し

て
、「
火
災
現
場
に
お
け
る
効

率
の
よ
い
初
動
活
動
の
強
化
」

と
い
っ
た
課
題
が
生
じ
て
い

る
と
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

再
編
方
針
で
は
、
２
分
署
体

制
へ
の
再
編
を
実
施
し
、
最

終
的
に
は
、
１
本
部
１
署
１

分
署
体
制
を
見
据
え
検
討
す

る
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
う

い
う
こ
と
な
の
か
。

答　
本
計
画
の
計
画
期
間
は
、

令
和
25
年
度
ま
で
と
な
っ
て

お
り
、
１
本
部
１
署
１
分
署

体
制
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
、

「
空
き
家
等
対
策
の
推
進
」

に
つ
い
て

木
村　

博
（
公
明
党
）

問　
防
災
行
政
無
線
を
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ
で
発
信
で
き
な
い
か
。

答　
防
災
行
政
無
線
の
う
ち

特
に
緊
急
性
の
高
い
情
報
に

つ
い
て
は
、
既
に
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

で
発
信
し
て
い
る
。

問　
メ
ニ
ュ
ー
の
改
良
や
追

加
は
検
討
し
て
い
る
の
か
。

答　
市
民
に
と
っ
て
必
要
な

サ
ー
ビ
ス
の
優
先
順
位
や
ア

ン
ケ
ー
ト
結
果
な
ど
を
参
考

に
検
討
し
て
い
き
た
い
。
な

お
、
メ
ニ
ュ
ー
の
追
加
に
つ

い
て
は
、
６
つ
ま
で
と
数
の

制
約
が
あ
る
た
め
難
し
い
。

問　
道
路
河
川
通
報
シ
ス
テ

ム
の
構
築
に
つ
い
て
は
、
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

答　
国
や
他
の
自
治
体
の
一

部
で
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
活
用
し
た

道
路
通
報
シ
ス
テ
ム
を
実
施

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
道
路
、

河
川
に
限
ら
ず
市
全
体
の
取

組
と
し
て
、
先
進
事
例
等
を

参
考
に
調
査
研
究
し
て
い
く
。

〔
そ
の
他
の
主
な
質
問
〕

〇
ｅ
ス
ポ
ー
ツ
の
可
能
性

〇
電
子
図
書
館
の
利
用
促
進

行
田
市

公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
活
用

養	

田	

英	

雄
（
日
本
維
新
の
会
）

問　
本
市
は
他
の
自
治
体
と

比
べ
て
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
登
録
者

が
多
い
が
、
理
由
は
何
か
。

答　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

に
関
す
る
各
種
情
報
の
提
供

や
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
受
付

を
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
通
じ
て
実
施

し
た
こ
と
が
要
因
と
考
え
る
。

問　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
活
用
し
た

市
公
式
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
集
計
結
果
か
ら
見

え
た
課
題
は
何
か
。

答　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
含
め
た
市

公
式
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
、
広
報
媒
体

と
し
て
高
い
効
果
が
あ
る
こ

と
を
改
め
て
認
識
し
た
。
利

用
す
る
時
間
帯
に
昼
休
み
や

休
憩
中
と
い
う
回
答
が
最
も

多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
配
信

時
間
の
工
夫
な
ど
が
課
題
で

あ
る
。

問　
今
後
も
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
活

用
し
、
テ
ー
マ
を
変
え
て
ア

ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
い
く

べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

答　
非
常
に
有
用
な
方
法
で

あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
今

後
も
実
施
を
検
討
し
た
い
。


